
第 20 回全国障害者スポーツ大会個人競技選手募集要項 

 

１． 目  的 

この大会へ選手を派遣することにより、競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するととも

に、社会の障がい者に対する理解と認識を深め、障がい者の自立と社会参加の促進に寄与す

ることを目的とする。 

 

２． 大会日程・派遣日程 

大会日程：２０２０年１０月２４日（土）～２６日（月） 

派遣日程：２０２０年１０月２２日（木）～１０月２７日（火）５泊６日 

 

３． 開 催 県 

鹿児島県 

 

４．派遣予定人数 

（１）派遣選手（２１名）身体９名・知的１０名・精神２名 

（２）派遣役員（２９名） 

 

５．競技別派遣予定人数 

（１）陸 上：身体（４名）知的（５名） 

（２）水 泳：身体（１名）知的（１名） 

（３）ア ー チ ェ リ ー：身体（１名） 

（４）卓 球：身体（２名）知的（１名）精神（男 1名、女 1名） 

（５）フライングディスク：身体（１名）知的（２名） 

（６）ボ ウ リ ン グ：知的（１名） 

 

６．大会までの主な予定 

（１）選手選考記録会       島根県障がい者スポーツ大会各競技会開催日 

（２）選手選考会（役員のみ）   ６月１６日（火）いきいきプラザ島根５Ｆ会議室 

（３）決定選手強化練習会     ７月～９月中  松江市営陸上競技場他 

※強化練習会の通知は派遣決定選手及び所属長へ別途行う。 

 

７．応募資格 

（１）次の全ての条件を満たす者。 

○２０２０年４月１日現在、１３歳以上の障がい者とする。 

○身体障がい者は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定

により、身体障害者手帳の交付を受けた者。 

○知的障がい者は、厚生事務次官通知（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６条）

による療育手帳の交付を受けた者。あるいは、その取得の対象に準ずる障がいのあ

る者。 

○精神障がい者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第４５条により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。あるいは、

その取得の対象に準ずる障がいのある者。 

（２）申し込み時に島根県内に現住所（住民票のある地）を有する者。ただし、島根県内の

企業、施設、学校等に通勤、通所、通学している者は、島根県外に現住所を有してい

ても参加できるものとする。 

（３）健康上大会への出場に支障がない者。 

（４）島根県障がい者スポーツ大会、強化練習会、全国大会派遣日程全てに参加できる者。 



（５）将来、地域・クラブ等のリーダーとして期待できる熱意のある者。 

※出場希望競技の島根県障がい者スポーツ大会に参加しない者は、原則として選考対

象となりません。 

（６）施設の利用者及び在学中の者は、所属長の推薦または了承を得ることとする。 

 

８．申し込み方法 

（１）提出書類   

島根県障がい者スポーツ大会への申し込みに加え、次の書類を提出する。 

① 第 20回全国障害者スポーツ大会 個人競技申込書（全競技共通）…様式③ 

 ② 第 20回全国障害者スポーツ大会 個人競技参加申込書（競技別）…様式④ 

③ 第 20回全国障害者スポーツ大会 個人競技選手問診票 …様式⑤ 

④ 出場資格の証明書類 

（ア）身体障害者手帳・療育手帳（愛の手帳、みどりの手帳等）・精神障害者保健

福祉手帳の写し（住所・氏名・生年月日・障がい名・等級・手帳番号がわか

る部分）を提出する。 

※重複障がいのある選手は、重複する障がいの手帳の写しも提出する。 

（イ）知的障がい者で療育手帳（愛の手帳・みどりの手帳等）の取得対象に準ずる

障がいのある者は、以下のいずれか書類を提出する。 

    ａ．児童相談所・知的障がい者更生相談所長の判定所の写し 

    ｂ．医師の診断書 

    ｃ．在籍（在学、通所、入所）または卒業（退所）先の所属長による証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）精神障がい者で精神障害者保健福祉手帳の写しを提出できない場合、以下の

書類を提出する。 

    ａ．精神保健福祉センター所長の精神障害者保健福祉手帳交付済証明書の原

本または判定書の写し 

    ｂ．精神疾患のため精神科等で医療を受ける旨の通院証明書（原本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

ｃ．自立支援医療（精神通院）受給者証の写し 

    有効期間及び受給更新予定期間が大会申込日と大会日程内であること。 

ｃ．については、以下の内容が明記されていること（様式は問わない） 

①証明年月日（令和 2年 4月 1日以降であること） 

②在籍（在学、通所、入所）または卒業（退所）先の団体及び所属長の名（公印） 

③対象選手に関する情報 

（指名、性別、生年月日及び令和 2年 4月１日現在の年齢） 

④現住所 

⑤在籍（学）期間 

⑥証明文（例「上の者は、療育手帳（愛の手帳、みどりの手帳）の取得の対象に

準ずる障がいがあることを証明します。」） 

ｂ．については、以下の内容が明記されていること（様式は問わない） 

①証明年月日（令和 2年 4月 1日以降であること） 

②通院医療機関の主治医の署名捺印 

③対象選手に関する情報 

（指名、性別、生年月日及び令和 2年 4月１日現在の年齢） 

④現住所 

⑤通院期間 

⑥証明文（例「上の者が通院したことを証明します。」） 



（２）申込期限    

島根県障がい者スポーツ大会各競技会の申込期限と同日とする。 

（３）提出先    

〒６９０－００１１ 

 松江市東津田町１７４１－３いきいきプラザ島根内 

（公財）島根県障害者スポーツ協会事務局 

ＴＥＬ ０８５２－２０－７７７０ ＦＡＸ（０８５２）３２－５９８２ 

メール info_office@spokyo.org 

（４）注意事項    

① 申し込みは１競技のみとする。 

② 提出期限を厳守すること。提出期限を過ぎた申し込みは受け付けない。 

③ 提出書類は全て漏れのないように記入すること。 

④ 陸上・水泳・フライングディスク競技への出場希望選手は、原則として１選手に

つき２種目（リレーを除く）の出場とする。 

⑤ 「様式③」に自己記録記入欄のある競技は、１年以内の記録を記入すること。 

 

９．派遣選手決定までの流れ 

（１）参加希望選手は、出場希望競技の第 21回島根県障がい者スポーツ大会に参加する。 

※この大会は選手選考記録会を兼ねている。 

↓ 

（２）事務局は上記大会での記録を参考に選考委員による選考会を開催し、派遣選手及び旗

手を決定する。 

↓ 

（３）事務局は全ての参加希望選手に対して派遣の決定又は不決定について通知する。 

 

10．その他 

（１）選手選考記録会、強化練習会及び全国障害者スポーツ大会期間中におけるスポーツ傷

害保険は、主催者側で加入する。 

（２）派遣選手に決定した場合、強化練習会場への往復交通費、出発日・到着日の集合・解

散場所への往復交通費については自己負担とする。その他の派遣に関しての交通費等

は主催者側の負担とする。 

 

 

◇派遣決定選手は、島根県障害者スポーツ協会のホームページに、氏名、所属、出場競技

を公表します。 

◇大会当日は、競技会場にテレビ・新聞等報道機関が来場することが予想され、選手の氏

名・写真・映像が報道されることがあります。また、競技プログラムや大会報告書等の

冊子並びにホームページ等に障がい区分（重複障がいを含む）、年齢区分、氏名、選手

団名、競技中写真及び競技記録等を掲載するとともに、場合によってインターネット及

び開・閉会式会場等にて競技会の模様を生中継又は録画にて配信されますので、あらか

じめご了承のうえお申し込みください。 

◇個人情報については標記大会に係る業務にのみ使用し、他の目的で使用することはあり

ません。管理については「（公財）島根県障害者スポーツ協会個人情報規程」に基づき

行い、無断で第三者に提供することはありません。 

 

mailto:info_office@spokyo.org

